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北本市議会 令和５年１２月定例会 概要報告 

【一般質問編】 北本市議会議員 桜井すぐる 
 

件名１ 不登校・いじめ緊急対策パッケージについて 

Ｑ．本市における不登校児童生徒数と不登校の要因は。 

Ａ．小学校が３５名、中学校が７２名。要因は無気力・不安が

７割近く、親子の関わり方、生活リズムの乱れ、学業不振

など複数の要因がある。 

Ｑ．基本的に、子どもや家庭の側に問題があるという認識

か。保護者のお話しを聞くと、学校における不適切な言

動・指導や周囲の児童の影響がきっかけとなっている場

合が多いが、どのように受け止めているか。 

Ａ．教師との関わりで学校に来にくくなった事例もあるが、

欠席が年間３０日を超えていないため統計には反映され

ていない。しかし、不適切な指導につながる火種はたくさ

んあるので、心の底から子どもたちと向き合えるように、

成長を願えるように、肝に銘じて指導に当たりたい。 

Ｑ．教育機会確保法（平成２８年１２月公布）は学校外での学び

を積極的に認める画期的な法律だが、学校では相変わ

らず不登校の子を学校に戻すことがゴールだと考えてい

ないか。きちんと周知されているか。 

Ａ．市教育相談推進委員会で取り上げ、研修を行っている。

各校の教育相談主任、さわやか相談員、教育センター職

員が出席し、校内研修会により学校全体で共有している。

また児童生徒健全育成連絡協議会でも研修を実施し、

校内での周知を図るよう指導している。 

Ｑ．学校外の学びで出席扱いとされたケースはあるか。 

Ａ．教育センター（適応指導教室）利用で１１名、フリースクー

ル２名、病院等１名、ＩＣＴの活用で１名を出席扱いとした。 

Ｑ．不登校の児童生徒に相談窓口、親の会、学校以外で活

動できる場所、進学に関する情報などは、適切に提供さ

れているか。特に高校進学に当たっての情報提供の時期

が遅いという声が届いているが、いかがか。 

Ａ．年度当初など学校から児童生徒や保護者に対し、適宜

提供している。県では７月に高校入試説明会を開催して

いるので、いち早く学校に情報を周知し、生徒や保護者

に対し、適切な時期に確実な情報共有を行うことを徹底

するよう指導する。 

Ｑ．文部科学省は、体罰と同様、不適切な指導をした場合の

懲戒処分基準を定めることが望ましいとしている。本市

でも基準を定めるべきではないか。 

Ａ．現在は規定していないが必要なものと捉えている。市の

基準策定について検討してまいりたい。 

件名２ ひきこもり（不登校を含む）支援について 

Ｑ．本市におけるひきこもりの方への支援の現状は。 

Ａ．今年６月に、ひきこもりの方への支援として、重層的支援

体制整備事業の参加支援事業を開始した。個別支援と

して７人に働きかけを行い、親の会を２回実施、今年度中

にあと２回実施する予定。アウトリーチを通じた継続的支

援事業（訪問支援）とも連携しているが、潜在的なニー

ズの把握が難しいことが課題となっている。 

Ｑ．愛知県東海市のほっとプラザのような、相談支援、居場

所、当事者会、学習支援、就労準備支援などを一体的に

実施する常設の施設『ひきこもり地域支援センター』を

本市でも設置すべきではないか。 

Ａ．本市では今年度から参加支援事業を始めたところであ

り、まずは支援のノウハウを積み上げたい。センターの設

置には専門性や人材の確保、体制整備、財源等が必要

となるため、引き続き調査研究を進めてまいりたい。 

Ｑ．不登校の子も利用できる居場所の状況は。 

Ａ．常設の居場所として、児童館がある。学校のある時間帯

の利用できる。その他に、地域の民間団体の活動として

「子ども応援ネットワーク会議（きたもとＢＡＳＥ）」の加入

団体が子ども食堂や学習支援を実施している。 

件名３ 住まいのセーフティネットの構築について 

Ｑ．高齢者・障がい者・外国人など（住宅確保要配慮者）、

入居・居住に当たり支援が必要な世帯が増加する一方

で、空き家・空き室が増加している。貸し手・借り手双方

の安心のために、居住支援協議会の設置、地域居住支

援事業の実施が急務ではないか。 

Ａ．本市では住宅確保要配慮者の生活状況やニーズに応

じ不動産関係者、居住支援団体と連携し、対応している。

また、生活困窮者の相談支援の一環として、不動産業者

等への同行支援等を行っている。ニーズを把握し、事業

の実施についても検討してまいりたい。 

一般質問で説明に使用した資料は 

私のホームページで公開しています。 

北本市　不登校児童生徒数の推移

区分 年度 H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05

人数 12 18 26 18 16 20 35

割合 0.4% 0.6% 0.9% 0.6% 0.6% 0.8% 1.3%

人数 65 73 65 52 44 53 72

割合 3.6% 4.3% 4.0% 3.3% 2.9% 3.5% 4.9%

小学校

中学校


